
厚生労働大臣の定める掲示事項 
 

（令和６年６月１日現在）  

 

 登米市立豊里病院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について以下の届出を行っています。 

 

種別 棟数 病室数 病床数 

一般病床 １ ２８ ６０ 

療養病床 １ １１ ３０ 

 

 

１ 地域包括ケア病棟入院料１ 

  当病棟では１日に１２人以上の看護職員（看護師、准看護師）が勤務しています。なお、時間帯毎の 

配置は次のとおりです。 

  ＊朝8時30分から夕方16時30分まで、看護職員１人あたりの受け持ち数は１０人以内です。 

  ＊夕方16時30分～朝8時30分まで、看護職員１人あたりの受け持ち数は２０人以内です。 

 

 

２ 療養病棟入院基本料１ 

  当病棟では１日に５人以上の看護職員（看護師、准看護師）と４人以上の看護補助者が勤務しています。 

  ＊医療区分２・３の患者さんを入院患者総数の８割以上お引き受けしております。 

  ＊朝8時30分から夕方16時30分まで、看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数は５人以内です。 

  ＊夕方16時30分～朝8時30分まで、看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数は１５人以内です。 

※ なお、当院においては、患者さんの負担による付添い看護は行っていません。  
 

 

３ 入院時食事療養費（Ⅰ）・入院時生活療養費（Ⅰ）  

  当院では、上記届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６

時以降）、適温で提供しています。 
 

 

４ その他の届出事項  

 ＊基本診療料の施設基準               ・脳血管疾患リハビリテーション料（Ⅲ） 

・救急医療管理加算                 ・運動器リハビリテーション料（Ⅲ) 

・診療録管理体制加算３              ・麻酔管理料（Ⅰ） 

  ・療養病棟療養環境加算１(療養病棟入院料)     ・胃瘻造設術 

  ・感染対策向上加算３                （経皮的内視鏡下胃瘻増設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 

・連携強化加算                  ・認知症ケア加算３ 

・サーベイランス強化加算             ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

・データ提出加算１                ・入院ベースアップ評価料４２ 

・看護職員配置加算(地域包括ケア病棟入院料)    ・歯科口腔リハビリテーション料２ 

・看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料)   ・口腔粘膜処置 

  ・初診料(歯科)の注１に掲げる基準         ・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー 

・歯科外来診療環境体制加算１           ・総合医療管理加算 

                           ・歯科治療時医療管理料 

 ＊特掲診療料の施設基準               ・レーザー機器加算 

  ・がん性疼痛緩和指導管理料            ・クラウン・ブリッジ維持管理料 

  ・がん治療連携指導料               ・歯科外来診療医療安全対策加算１ 

 ・薬剤管理指導料                 ・歯科外来診療感染対策加算１ 

  ・検体検査管理加算（Ⅰ）             ・歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

  ・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影              

                            



 

５ 院内掲示をする手術件数 

    
 

 

６ 診療明細書 

  当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、

個別の診療報酬算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 

  明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。その点を御了解いただき、  

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出下さい。 

 

 

７ 特別の療養環境の提供（室料差額料金）  

 当院での１日あたりの室料差額料金は、下記のとおりです。（消費税込）  

 

病棟の種別 区 分 
室料差額料金 
（１日につき） 

病 室 

一般病棟 

１床室  ４，４００円 ３０６号室   

１床室  ２，７５０円 ２０５号室   

１床室  ２，２００円 
２０３号室 ３０１号室 ３０２号室 
３０３号室 ３０５号室  

２床室      ７７０円 ３１３号室 ３１５号室  

療養病棟 １床室     １，６５０円 
２０５号室 ２１１号室 ２１２号室 

２１３号室   

 

 
８ 診断書・文書料金 

  当院で取り扱っている書類に係る料金は、下記のとおりです。（消費税込） 

 

書式名 
料 金 

（１通につき） 
書式名 

料 金 

（１通につき） 

生命保険に係る診断書 ５，５００円 自賠責診療報酬明細書 ３，３００円 

自賠責保険診断書 ５，５００円 医療費・通院期間証明書 ２，２００円 

普通診断書 ３，３００円 就労可否証明書 ２，２００円 

健康診断書 ３，３００円 その他の証明書 ２，２００円 

死亡診断書 ３，３００円   

             ※ 上記以外の書式については会計窓口にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

区分4に分類される手術の件数     0件 


